
○ 香 川 大 学 寄 附 金 事 務 取 扱 規 程  

平 成 1 6年 4月 1日  

 

(趣 旨 )  

第 1条  香 川 大 学 (以 下「 本 学 」と い う 。 )に お け る 寄 附 金 の 受 入 及 び 経 理 の 取 扱

い に つ い て は 、 本 学 に お け る 会 計 諸 規 則 に よ る ほ か 、 こ の 規 程 の 定 め る と こ

ろ に よ る 。  

 

(定 義 )  

第 2条  こ の 規 程 に お い て 「 部 局 」 と は 、 法 人 本 部 、 各 学 部 、 地 域 マ ネ ジ メ ン

ト 研 究 科 、 香 川 大 学 ・ 愛 媛 大 学 連 合 法 務 研 究 科 、 大 学 教 育 開 発 セ ン タ ー 、 ア

ド ミ ッ シ ョ ン セ ン タ ー 、キ ャ リ ア 支 援 セ ン タ ー 、生 涯 学 習 教 育 研 究 セ ン タ ー 、

研 究 企 画 セ ン タ ー 、 総 合 生 命 科 学 研 究 セ ン タ ー 、 希 少 糖 研 究 セ ン タ ー 、 微 細

構 造 デ バ イ ス 統 合 研 究 セ ン タ ー 、 瀬 戸 内 圏 研 究 セ ン タ ー 、 図 書 館 、 博 物 館 、

総 合 情 報 セ ン タ ー 、 社 会 連 携 ・ 知 的 財 産 セ ン タ ー 、 危 機 管 理 研 究 セ ン タ ー 、

イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル オ フ ィ ス 、 保 健 管 理 セ ン タ ー 及 び 広 報 セ ン タ ー を い う 。  

2  こ の 規 程 に お い て 「 部 局 長 」 と は 、 前 項 の 部 局 の 長 (法 人 本 部 に お い て は 、

「 国 立 大 学 法 人 香 川 大 学 の 業 務 組 織 に 関 す る 規 程 第 7条 に 定 め る 担 当 理 事 等 」

と す る 。 )を い う 。  

 

(寄 附 金 受 入 れ の 基 準 )  

第 3条  寄 附 金 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 使 途 目 的 と し た 寄 附 金 に つ い て 、 受 入 れ

る こ と が で き る 。  

( 1 )  本 学 の 学 生 、 生 徒 、 児 童 又 は 幼 児 (以 下 「 学 生 等 」 と い う 。 )に 貸 与 又 は

給 与 す る 学 資  

( 2 )  本 学 の 学 生 等 に 貸 与 又 は 給 与 す る 図 書 、 機 械 、 器 具 及 び 標 本 等 物 品 の 購

入 費  

( 3 )  本 学 の 学 術 研 究 又 は 教 育 活 動 の 奨 励 又 は 支 援 の た め の 経 費  

( 4 )  本 学 の 管 理 運 営 の た め の 経 費  

 

(受 入 れ で き る 寄 附 条 件 )  

第 4条  前 条 各 号 に 掲 げ る 経 費 に 充 て る こ と を 目 的 と す る 寄 附 金 で 、 次 の 各 号

に 掲 げ る 条 件 以 外 の 条 件 が 付 さ れ て い る も の は 、 こ れ を 受 入 れ る こ と が で き

な い 。  

( 1 )  貸 与 又 は 給 与 す る 学 生 等 の 範 囲 を 定 め る こ と 。  

( 2 )  学 術 研 究 を 指 定 す る こ と 。  

( 3 )  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 教 育 又 は 学 術 研 究 上 支 障 が な い と 認 め ら れ

る 条 件 で 、 お お む ね 次 に 掲 げ る よ う な 条 件 。  

イ  寄 附 金 に よ っ て 研 究 し た 結 果 の 簡 単 な 報 告 を 行 う こ と 。  

ロ  寄 附 金 に か か る 収 支 決 算 の 概 要 を 提 出 す る こ と 。  

ハ  寄 附 目 的 が 完 了 し た と き は 、 使 用 残 額 は 返 還 す る こ と 。  

 

(受 入 れ で き な い 寄 附 条 件 )  

第 5条  第 3条 各 号 に 掲 げ る 経 費 に 充 て る こ と を 目 的 と す る 寄 附 金 で 、次 の 各 号

に 掲 げ る 条 件 を 付 し た も の は 、 こ れ を 受 け 入 れ る こ と が で き な い 。  

( 1 )  寄 附 金 に よ り 取 得 し た 財 産 を 無 償 で 寄 附 者 に 譲 与 す る こ と 。  



( 2 )  寄 附 金 に よ る 学 術 研 究 の 結 果 得 ら れ た 特 許 権 、 実 用 新 案 権 、 意 匠 権 、 商

標 権 及 び 著 作 権 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 権 利 を 寄 附 者 に 譲 渡 し 、又 は 使 用 さ せ

る こ と 。  

( 3 )  寄 附 金 の 使 用 に つ い て 、 寄 附 者 が 会 計 検 査 を 行 う こ と と さ れ て い る こ と 。 

( 4 )  寄 附 申 込 後 、 寄 附 者 が そ の 意 思 に よ り 寄 附 金 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す

こ と が で き る こ と 。  

( 5 )  そ の 他 学 長 が 特 に 教 育 研 究 上 支 障 が あ る と 認 め る 条 件 。  

 

(受 入 れ で き な い 寄 附 金 )  

第 6条  寄 附 金 を 受 入 れ る こ と に よ っ て 財 政 負 担 が 伴 う も の は 、 受 入 れ る こ と

が で き な い 。 た だ し 、 既 定 配 分 予 算 で 賄 え る も の を 除 く も の と す る 。  

 

(助 成 金 等 の 受 入 の 取 扱 )  

第 7条  役 員 及 び 職 員 (以 下「 職 員 等 」と い う 。)が 職 務 上 行 う 教 育 研 究 等 に 対 し 、

財 団 等 か ら 職 員 等 個 人 が 直 接 受 け た 研 究 助 成 金 等 に つ い て は 、 当 該 職 員 等 が

改 め て こ れ を 本 学 へ 寄 附 す る も の と す る 。  

 

(寄 附 金 の 受 入 れ の 手 続 き )  

第 8条  学 長 は 、 寄 附 者 よ り 寄 附 金 の 寄 附 申 し 出 (別 紙 第 1号 様 式 )が あ っ た 場 合

は 、 部 局 長 に 受 入 れ の 決 定 を 専 決 さ せ る も の と す る 。  

2  部 局 長 は 、前 項 の 決 定 に 当 た っ て は 、あ ら か じ め 、当 該 部 局 の 教 授 会 な ど 、

適 切 な 機 関 等 の 審 査 を 経 る こ と を 原 則 と す る 。  

 

(寄 附 金 の 納 付 )  

第 9条  部 局 長 は 、寄 附 金 の 受 入 れ を 決 定 し た と き は 、寄 附 金 受 入 決 定 通 知 書 (別

紙 第 2号 様 式 )に よ り 学 長 に 通 知 す る も の と す る 。  

2  学 長 は 、 前 項 の 通 知 を 受 け た と き は 、 寄 附 金 の 納 入 手 続 き 依 頼 書 (別 紙 第 3

号 様 式 。 以 下 「 手 続 き 依 頼 書 」 と い う 。 )と 振 込 依 頼 書 を 寄 附 者 に 送 付 す る も

の と す る 。  

 

(寄 附 金 の 保 管 )  

第 1 0条  出 納 責 任 者 は 、 寄 附 金 の 保 管 に 当 た っ て は 、 学 長 が 指 定 す る 銀 行 等 に

預 託 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 預 託 に よ り 生 じ た 利 子 は 、 寄 附 金

の 増 加 に 充 て る も の と す る 。  

 

(寄 附 金 の 経 理 )  

第 11条  寄 附 金 の 経 理 は 、 本 学 の 会 計 諸 規 則 に よ り 取 り 扱 う も の と す る 。  

2  寄 附 金 に よ り 取 得 し た 物 品 の 取 扱 い に つ い て は 、 香 川 大 学 固 定 資 産 管 理 規

程 の 定 め に よ る も の と す る 。  

3  寄 附 金 に 係 る 旅 費 の 支 給 に つ い て は 、 香 川 大 学 旅 費 規 程 の 定 め に よ る も の

と す る 。  

4  寄 附 金 に よ り 非 常 勤 職 員 を 雇 用 す る 場 合 の 身 分 及 び 給 与 等 に つ い て は 、 香

川 大 学 非 常 勤 職 員 就 業 規 則 の 定 め に よ る も の と す る 。  

 

(寄 附 金 の 使 途 変 更 )  

第 1 2条  部 局 長 は 、 寄 附 金 の 使 途 を 変 更 し よ う と す る と き 、 及 び 寄 附 目 的 が 達



せ ら れ 、寄 附 金 の 残 高 が 千 円 未 満 と な っ た も の を 他 の 目 的 に 使 用 す る と き は 、

寄 附 金 使 途 変 更 申 請 書 (別 紙 第 5号 様 式 )に よ り 、 学 長 に 申 請 す る も の と す る 。 

2  学 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 申 請 書 を 受 理 し 承 認 し た と き は 、 寄 附 金 使 途 変

更 承 認 通 知 書 (別 紙 第 5号 様 式 )を 当 該 部 局 長 に 交 付 す る も の と す る 。  

 

(寄 附 金 の 移 し 換 え )  

第 1 3条  部 局 長 は 、 寄 附 金 の 研 究 担 当 職 員 が 他 の 国 立 大 学 法 人 等 へ 転 出 し 、 寄

附 金 を 当 該 国 立 大 学 法 人 等 へ 移 し 換 え し よ う と す る と き は 、第 1 2条 第 1項 の 規

定 に よ り 学 長 に 申 請 し 、 他 の 国 立 大 学 法 人 等 の 寄 附 金 研 究 担 当 職 員 が 本 学 に

転 入 し 、当 該 国 立 大 学 法 人 長 等 か ら 寄 附 金 の 移 し 換 え の 協 議 が あ っ た と き は 、

参 考 資 料 を 添 え て 学 長 に 回 付 す る も の と す る 。  

2  学 長 は 、 前 項 の 移 し 換 え に 対 し て 必 要 な 手 続 き を と り 、 移 し 換 え の 協 議 が

整 つ た と き 、 又 は 移 し 換 え に 同 意 し た と き は 、 部 局 長 に そ の 旨 を 通 知 す る も

の と す る 。  

 

(雑 則 )  

第 1 4条  こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 寄 附 金 の 事 務 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 学

長 が 別 に 定 め る 。  

 

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成 1 6年 4月 1日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則 (平 成 1 7年 1月 11日 )  

こ の 規 程 は 、 平 成 1 7年 1月 11日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則 (平 成 1 7年 4月 1日 )  

こ の 規 程 は 、 平 成 1 7年 4月 1日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則 (平 成 1 8年 4月 1日 )  

こ の 規 程 は 、 平 成 1 8年 4月 1日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則 (平 成 1 9年 4月 1日 )  

こ の 規 程 は 、 平 成 1 9年 4月 1日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則 (平 成 1 9年 6月 7日 )  

こ の 規 程 は 、 平 成 1 9年 6月 7日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則 (平 成 2 0年 3月 1日 )  

こ の 規 程 は 、 平 成 2 0年 3月 1日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則 (平 成 2 0年 4月 1日 )  

こ の 規 程 は 、 平 成 2 0年 4月 1日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則 (平 成 2 1年 3月 1日 )  

こ の 規 程 は 、 平 成 2 1年 3月 1日 か ら 施 行 す る 。  

 



附  則 (平 成 2 1年 4月 1日 )  

こ の 規 程 は 、 平 成 2 1年 4月 1日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則 (平 成 2 1年 1 0月 1 3日 )  

こ の 規 程 は 、平 成 2 1年 1 0月 1 3日 か ら 施 行 し 、平 成 2 1年 1 0月 1日 か ら 適 用 す る 。  

 

別 紙 第 1号 様 式  

 

平 成   年   月   日  

 

 香 川 大 学 長  殿  

 

寄 附 者     

住 所     

氏 名           印    

 

連 絡 先   担 当 者 名     

電 話 番 号     

 

 下 記 の と お り 、 寄 附 し ま す 。  

 

  

記  

 

寄 附 金 額    金             円  

寄 附 の 目 的 及 び

条 件  
  

寄 附 金 の 名 称    

そ の 他 参 考 と な

る 事 項  

 

 ( 研 究 担 当 職 員 名 )  

 

 

(注 )  寄 附 者 の 欄 は 、 法 人 に あ っ て は 名 称 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 並 び に 代

表 者 名 、 個 人 に あ っ て は 、 氏 名 、 住 所 及 び 職 業 を 記 入 願 い ま す 。  

 ※  研 究 担 当 職 員 の 異 動 に 伴 う 寄 附 金 の 移 し 換 え の 事 務 手 続 に つ い て は 、 香

川 大 学 に 委 任 し ま す 。  

 ※  寄 附 金 総 額 の 一 部 を 香 川 大 学 の 発 展 充 実 の 観 点 か ら 、 緊 急 的 に 必 要 な 経

費 等 に 使 用 す る こ と に 同 意 致 し ま す 。  

 

別 紙 第 2号 様 式  

 

平 成   年   月   日  

 

  

  香 川 大 学 長   殿  

 



  

部 局 長  

 

  

  

寄 附 金 受 入 決 定 通 知 書  

 

 下 記 の と お り 、 寄 附 金 の 受 入 れ を 決 定 し た の で 通 知 し ま す 。  

 つ い て は 、 納 入 の 手 続 き を し て く だ さ い 。  

 

記  

 

 1  寄 附 金 額  

 2  寄 附 者 の 住 所 ・ 氏 名  

 3  寄 附 金 の 名 称  

 4  寄 附 承 諾 年 月 日  

 

別 紙 第 3号 様 式  

 

平 成   年   月   日  

 

  (寄 附 者 )  

                 殿  

 

香 川 大 学 長     印  

 

  

寄 附 金 の 納 入 に つ い て (お 願 い )  

 

 時 下 ま す ま す 御 発 展 の こ と と お 慶 び 申 し 上 げ ま す 。  

 こ の た び は 寄 附 金 の お 申 し 出 を い た だ き 誠 に あ り が と う ご ざ い ま す 。  

 さ て 、 平 成   年   月   日 付 け で お 申 し 出 い た だ き ま し た こ の こ と に つ

き ま し て 、 あ り が た く お 受 け し 、 本 学 の 教 育 研 究 の た め に 役 立 た せ て い た だ く

所 存 で ご ざ い ま す 。  

 つ き ま し て は 、 同 封 の 振 込 依 頼 書 に よ り 、 寄 附 金 を お 納 め い た だ け れ ば あ り

が た く 存 じ ま す 。  

 

  

  

  

  

記  

 

 1  寄 附 金 の 名 称  

 

 2  寄 附 金 額  



 

 3  研 究 担 当 職 員  

 

別 紙 第 4号 様 式  

 

平 成   年   月   日  

 

   香 川 大 学 長  殿  

 

  

部 局 長  

 

  

寄 附 金 使 途 変 更 申 請 書  

 

 下 記 の と お り 寄 附 金 の 使 途 を 変 更 し た い の で 申 請 し ま す 。  

 

  

記  

 

 1  寄 附 金 の 名 称  

 

 2  指 定 さ れ て い る 寄 附 金 の 使 途  

 

 3  寄 附 金 の 現 在 高  

 

 4  変 更 し よ う と す る 寄 附 金 の 使 途 及 び 名 称 (移 管 し よ う と す る 国 立 大 学 法 人

等 名 )  

 

 5  変 更 し よ う と す る 寄 附 金 の 金 額  

 

 6  変 更 し よ う と す る 理 由  

 

別 紙 第 5号 様 式  

 

平 成   年   月   日  

 

  部 局 長  殿  

 

  

香 川 大 学 長     

 

  

寄 附 金 使 途 変 更 承 認 通 知 書  

 

 平 成   年   月   日 付 け で 申 請 の あ つ た 寄 附 金 の 使 途 変 更 に つ い て は 、



下 記 の と お り 承 認 に な り ま し た の で 通 知 し ま す 。  

 

記  

 1  変 更 承 認 さ れ た 寄 附 金 の 名 称 及 び 使 途  

 

 2  金 額  

 


